
事業主の皆さまへ

新規高卒者の募集を行うに当たり以下の内容に十分ご注意ください！

□ 受 付 期 間 を 設 定 し て い な い 場 合

令和６年１１月

□ 受付期間を設定した場合
（ 例 ： 受 付期間 ９月５日～１ １月３０日 ）

☞よくあるＮＧ例

・大卒の方を採用したため、高卒求人の募集を中止するまたは求人数を減らす。
・高卒求人で応募者が無いため高卒求人の募集を中止し、一般求人で募集する。

求人申込み後に、募集の中止・募集人員の削減を行わないでください。
安易な募集の中止や募集人員の削減は、円滑な就職の妨げになります。

・令和６年度高 卒 求 人 の 有 効 期 間 は 令 和 ７ 年 ６ 月 末 ま で で す 。

・ 原 則 、 有 効 期 間 内 で の 求 人 取 消 は で き ま せ ん （ 例１） 。

・高卒求人の取消ができるのは、

高卒求人としての求人数以上の採用内定をした場合（例２）または

求人票記載の受付期間が経過した場合（例３）に限られます。

やむなく募集の中止又は募集人員の削減を行おうとする場合には、
あらかじめハローワークへ書面での通知が必要になります。

（職業安定法施行規則第３５条第２項）

応募 募集中止

原則、内定者が求人数３名に達していない
ため、有効期間内に募集を終了できません。２名

内定

Ｒ7.6.30（例１）
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３名
内定

募集終了

求人数３名に対して３名内定したため、
募集を終了することができます。
求人数を増やし、引き続き募集する
ことも可能です。

（例２）

＊＊＊受付期間の設定方法は、裏面をご覧ください＊＊＊
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応募 選考 募集終了
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引き続き募集する場合は
受付期間の延長が可能です。

求人数あと１名
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（ 裏面に続きます ）
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高卒求人や大卒等求人、一般求人の募集人員を併用して募集することは
できません。中長期的な人事計画等の下、企業の人員構成、職場における
要員の過不足の状況等を十分見極めた上で、募集・採用計画数を決定して
下さい。

（例３）
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ハローワーク米子（米子公共職業安定所）学卒係 HWY20240530
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学校卒業予定者等は、特に配慮が必要であることから、当初の
労働条件を安易に変更することは不適切です。また、原則内定
までに労働条件の明示を書面により行わなければいけません。
虚偽の条件表示などに対しては罰 則 があります。
（職業安定法第６５条８号）

高校卒 業 予定者の就職・採用活動に関するスケジュール

ハローワークでの求人受付開始 ６月１日（返戻開始 7月 1日）～

学校への求人申込み開始 ７ 月 １ 日 ～

学校による推薦開始 ９ 月 ５ 日 ～

企業による採用選考開始 ９ 月 １ ６ 日 ～

就業開始期日 卒 業 式 後

求人申込みにあたっての留意事項

ハローワーク米子（米子公共職業安定所） 学卒係
〒６８３－００４３ 米子市末広町３１１ イオン米子駅前店４Ｆ

ＴＥＬ：０８５９（３３）３９１１

やむを得ず、求人票の内容を変更する場合は、ハローワーク米子（学卒係）へご連絡ください。

お問い合わせ先

業務内容などは、生徒に誤解を生じさせることのないように平易な
言葉で的確に表示してください。

マイページから打ち出した求人票を印刷してハローワークの確認印を
受けることなく学校へ持ち込まないようにしてください。
学校にはハローワークの確認印のある求人票を提出してください！

職業安定法施行規則の改正により、令和６年４月１日から求人票に
明示する労働条件が新たに追加となりましたのでご留意ください。
１．従事すべき業務の変更の範囲
２．就業場所の変更の範囲
３．有期労働契約を更新する場合の基準






